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報告第３３号

専決処分の報告について（那覇市固
定資産税の課税免除及び不均一課
税に関する条例の一部を改正する条
例制定）

総務委員会
企画財務部

納税課
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報告第３４号
専決処分の報告について（市道港町
１０号陥没穴による二輪車損傷事
故）

都市建設環境委員会
都市みらい部
道路管理課

5

報告第３５号
専決処分の報告について（与儀わん
ぱく公園内の樹木の侵入根による排
水管詰まり事故）

都市建設環境委員会
都市みらい部
公園管理課

9

報告第３６号
専決処分の報告について（車両事
故）

総務委員会
消防局
総務課

11

令和３年（2021年）８月那覇市議会臨時会付議事件名





 報告第３３号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例制定） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

 

 

令和３年８月２日提出 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 
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専  決  処  分  書 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき平成 12年３月 24日議会の議決により

指定された、法令の改廃に伴い当然必要な、当該法令の条項を引用する規定の整備

を内容とする条例の改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和３年７月 20日 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

件名 那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する

条例 
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   那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例 

 

那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成10年那覇市条例第36号)

の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(情報通信産業振興地域における課税免

除) 

(情報通信産業振興地域における課税免

除) 

第4条 市長は、情報通信産業振興地域の区

域内において、沖振法第28条第5項の規定

による情報通信産業振興計画の提出の日

(以下この条において「提出日」という。)

から令和4年3月31日までの間に、沖振法

第3条第6号に規定する情報通信産業又は

同条第8号に規定する情報通信技術利用

事業の用に供する一の設備であって、こ

れを構成する減価償却資産(所得税法施

行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号か

ら第7号まで又は法人税法施行令(昭和40

年政令第97号)第13条第1号から第7号ま

でに掲げるもの(特定高度情報通信技術

活用システム(特定高度情報通信技術活

用システムの開発供給及び導入の促進に

関する法律(令和2年法律第37号)第2条第

1項に規定する特定高度情報通信技術活

用システムをいう。以下同じ。)にあって

は、認定特定高度情報通信技術活用設備

(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

第10条の5の4の2第1項、第42条の12の5

の2第1項又は第68条の15の6の2第1項に

規定する認定導入計画に記載された当該

各項に規定する認定特定高度情報通信技

術活用設備をいう。以下同じ。)に限る。)

に限る。)の取得価額の合計額が1,000万

円を超えるもの又は機械及び装置並びに

器具及び備品(特定高度情報通信技術活

用システムにあっては、認定特定高度情

報通信技術活用設備に限る。)で、これら

の取得価額の合計額が100万円を超える

ものを新設し、又は増設した青色申告者 

第4条 市長は、情報通信産業振興地域の区

域内において、沖振法第28条第5項の規定

による情報通信産業振興計画の提出の日

(以下この条において「提出日」という。)

から令和4年3月31日までの間に、沖振法

第3条第6号に規定する情報通信産業又は

同条第8号に規定する情報通信技術利用

事業の用に供する一の設備であって、こ

れを構成する減価償却資産(所得税法施

行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号か

ら第7号まで又は法人税法施行令(昭和40

年政令第97号)第13条第1号から第7号ま

でに掲げるもの(特定高度情報通信技術

活用システム(特定高度情報通信技術活

用システムの開発供給及び導入の促進に

関する法律(令和2年法律第37号)第2条第

1項に規定する特定高度情報通信技術活

用システムをいう。以下同じ。)にあって

は、認定特定高度情報通信技術活用設備

(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

第10条の5の5第1項、第42条の12の6第1

項又は第68条の15の6の2第1項に規定す

る認定導入計画に記載された当該各項に

規定する認定特定高度情報通信技術活用

設備をいう。以下同じ。)に限る。)に限

る。)の取得価額の合計額が1,000万円を

超えるもの又は機械及び装置並びに器具

及び備品(特定高度情報通信技術活用シ

ステムにあっては、認定特定高度情報通

信技術活用設備に限る。)で、これらの取

得価額の合計額が100万円を超えるもの

を新設し、又は増設した青色申告者等に 
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等について、当該設備である機械及び装

置、家屋若しくは構築物又はこれらの敷

地である土地(提出日以後において取得

したものに限り、かつ、土地については、

その取得の日の翌日から起算して1年以

内に当該土地を敷地とする当該家屋又は

構築物の建設の着手があった場合におけ

る当該土地に限る。)に対して課する固定

資産税は、新たに課されることとなった

年度以後5年度分について、課税を免除す

る。 

ついて、当該設備である機械及び装置、

家屋若しくは構築物又はこれらの敷地で

ある土地(提出日以後において取得した

ものに限り、かつ、土地については、そ

の取得の日の翌日から起算して1年以内

に当該土地を敷地とする当該家屋又は構

築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。)に対して課する固定資

産税は、新たに課されることとなった年

度以後5年度分について、課税を免除す

る。 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 

   付 則 

この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第1条第10号に

掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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報告第３４号                  

 

 

 

専決処分の報告について 

（市道港町 10号陥没穴による二輪車損傷事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和３年８月２日提出 

 

 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子 
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専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された損害賠償額の決定及び和解について、次のとおり専決処分する。 

 

令和３年７月 20日 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子 

 

１ 事 件 名  令和３年（少コ）第 16号損害賠償請求事件 

（市道港町１0号陥没穴による二輪車損傷事故） 

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方 静岡県浜松市在住 

  賠  償  額 41,920円 

 

３ 和 解 事 項 

令和３年（少コ）第 16号損害賠償請求事件について、令和３年７月 12日に

浜松簡易裁判所が行った民事訴訟法第 275 条の２による次の決定に対して異

議を申し立てない。 

（１） 那覇市は、賠償の相手方に対し、本件事故による損害賠償債務（慰謝

料、治療費、診断書料、通院等交通費及び交通事故証明書料）として、

４万 1,920円の支払い義務があることを認める。 

 

（２） 那覇市は、賠償の相手方に対し、前項の金員を、令和３年８月末日限

り、賠償の相手方名義の普通預金口座に振り込む方法により支払う。た

だし、振込手数料は那覇市の負担とする。 

 

（３） 賠償の相手方は、その余の請求を放棄する。 
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（４） 賠償の相手方及び那覇市は、賠償の相手方と那覇市との間には、本件

事故に関し、この条項に定めるほかに何らの債権債務のないことを相

互に確認する。 

 

（５） 訴訟費用は、各自の負担とする。 
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報告第３５号                  

 

 

 

専決処分の報告について 

（与儀わんぱく公園内の樹木の侵入根による排水管詰まり事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和３年８月２日提出 

 

 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子 
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専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、１件 200 万円以下の損害賠償について、次のとおり専決処分

する。 

 

 

 

令和３年７月８日 

 

 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

１ 事  件  名  与儀わんぱく公園内の樹木の侵入根による排水管詰まり

事故 

 

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方  那覇市牧志在住 

  賠  償  額  964,053円 
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報告第３６号 

 

 

 

専決処分の報告について（車両事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

  令和３年８月２日提出 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき平成 12年３月 24日議会の議決に

より指定された、１件 200万円以下の損害賠償について、次のとおり専決処分

する。 

 

令和３年７月 20日 

那覇市長 城 間 幹 子   

 

 

１ 事  件  名   車両事故 

 

２ 賠償の相手方 

  及び賠償額 

  相  手  方   那覇市繫多川在住 

賠 償 額   7,810円 
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